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２　取組概要

（1）被災者・被災地支援対策

１ 取組状況

(1) 帰宅困難者への対応

ア 帰宅困難者用一時避難施設の確保

公共施設の指定に向け選定作業を進めているとともに、一時避難施設として民間

施設に協力を依頼しています。

イ 帰宅困難者の発生抑制

事業所の従業員等が帰宅困難者とならないよう、横浜商工会議所等に、発災時、

従業員を一時留め置きするよう依頼しています。

ウ 帰宅困難者用物資の備蓄

横浜アリーナ、パシフィコ横浜、市庁舎へ毛布を備蓄しました。

(2) 液状化への対応

「横浜市液状化被害戸建住宅等緊急支援事業」及び「横浜市液状化被害等マン

ション緊急支援事業」について、それぞれ要綱を制定し、事業を開始しました。

(3) 広報の充実

ア スピーカーを搭載した公用車の活用や公共施設等での紙媒体掲示等も視野に入れ

た、既存の広報手段の効果的な活用方法を検討しています。

イ 本市に大きな被害が発生していない場合においても、迅速に被災地が必要とする

支援内容やボランティア情報の広報が可能になる
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よう関係者と調整しています。

ウ 防災Ｅメールのほか、新たにエリアメールを活用

した緊急情報の提供体制を整備しました。

(4) 職員の派遣

避難所の運営など応急的な救援、復旧・復興支援の

ため、3,348人を派遣しました。

また、復興に向けた長期的な支援を目的として、

12人を派遣しています。

(5) 被災者受入れ支援

市域外からの避難者受け入れを想定し、一時避難施設の候補を整理しました。

２ 今後の対応

(1) 帰宅困難者用一時避難施設として、主要駅周辺の本市公共施設及び民間施設を

指定・拡大していくとともに、市内の事業所に対し、従業員の一時留め置きの依頼を

引き続き行っていきます。また、大規模な一時宿泊場所の周辺に備蓄庫を設置すると

ともに、帰宅困難者用の物資として、保存用ビスケットやアルミブランケット

（毛布）等の備蓄を進めます。

(2) 液状化への対応として、技術的助言を行うなど、

早期復旧に向けた支援を行います。

(3) 広報については、各区でのツイッター、

ITツールの活用、紙媒体による広報等、様々な

手法を活用し、的確な災害情報をお伝えできる

広報を実施します。

(4) 復興支援に向けた職員の派遣については、

引き続き実施していきます 新たに購入予定のアルミブランケット

派遣職員による被災地の被害調査の様子
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「総合的な震災対策の考え方Jの取組状況について(補足説明資料)

8べ}ジ 主な施策「職員の派遣」の「主な取組状況」の4行目 13，348人j については、

次の欄の「長期派遣 12人Jを含んだ人数です。



 

 

 

 

市第 41号議案 平成 23 年度横浜市一般会計補正予算（第３号） 

（資源循環局関係部分）（震災対策補正）について 
 

 

１ 目的 

東日本大震災を受け、本市における災害対策の一環として、帰宅困難者用トイレ対策を

早急に進めるため、災害対策用トイレ整備計画の見直しを行います。 

 

２ 事業内容 

横浜市防災計画では、帰宅困難者数を 44 万人と想定しており、帰宅困難者用のトイレ対

策として 44 万人の２回分である 88 万セットのトイレパックの備蓄を計画しています。既に

予算措置済みの 10 万セットに加え、今回の補正予算において 78 万セットを追加購入するこ

とで、備蓄数の合計を 88 万セットとし、帰宅困難者対策を強化します。 

 

帰宅困難者対策用トイレパック備蓄計画数 

補正前 補正後 

備蓄計画数 備蓄場所 

今回補正 

備蓄計画数 備蓄場所 

10 万セット 
南部方面備蓄庫 

帰宅困難者用備蓄庫 
78万セット 88万セット

南部方面備蓄庫 

帰宅困難者用備蓄庫 

収集事務所 

 

３ 事業費（補正額） 
（単位：千円） 

財源内訳 
 金額 

国・県 市債 一般財源 

補正額 31,122 0 0 31,122 

 

４ その他 

地域防災拠点における避難者対策用トイレパックについては、現在、各拠点に 3,000 セッ

トを備蓄するほか、南部方面備蓄庫や資源循環局北部事務所にも備蓄していますが、発災時

における地域防災拠点の迅速なトイレ対応を図るため、備蓄数を調整し、各地域防災拠点の

備蓄数を 5,000 セットに増やします。 

 

平 成 2 3 年 ９ 月 1 3 日
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資源循環局における放射能濃度等の測定状況について 

 

 

１ ごみ焼却工場及び最終処分場に係る放射能濃度等の測定 

当局では、ごみ焼却工場の焼却灰（主灰・飛灰）や最終処分場からの放流水等の放射能濃度とこれらの施設の

敷地境界等における空間線量を測定しています。 

 

（１）ごみ焼却工場での測定結果 

各焼却工場の主灰・飛灰中の放射性セシウムについては、6 月以降毎月 1 回測定し、環境省が示した埋立の 

基準である 8,000Bq/kg を大幅に下回っています。また、敷地境界等の空間線量については、7 月初旬以降、各工

場 3 回測定しており、いずれも市内の他の空間線量の測定結果と同程度となっています。 
 

主灰（Bq/kg） 飛灰（Bq/kg） 空間線量（μSv/h） 
 

6 月 7 月 8 月 6 月 7 月 8 月 1 回目 2 回目 3 回目 

都筑工場 440 340 280 1,890 1,720 810 0.06～0.13 0.07～0.12 0.06～0.13

鶴見工場 310 230 230 1,220 1,040 700 0.07～0.11 0.08～0.11 0.07～0.11

旭工場 480 450 360 2,400 1,650 1,330 0.09～0.11 0.08～0.12 0.07～0.12

金沢工場 440 270 330 2,100 1,600 1,310 0.08～0.12 0.08～0.11 0.08～0.11

※  主灰・飛灰の値はセシウム 134 及びセシウム 137 の測定値の合計 

 

（参考）排ガスの放射能測定結果 

旭工場の排ガスの放射性セシウムについて 8 月 31 日に測定した結果、不検出でした。 

 

（２）最終処分場での測定結果 

最終処分場排水処理施設からの放流水等の放射性セシウムについては、神明台処分地は月 1 回、南本牧最終

処分場は、原則、流入水は週 3 回、放流水は週 1 回測定していますが、全て不検出です。また、敷地境界等の  

空間線量も工場と同様に 3 回測定しており、いずれも市内の他の空間線量の測定結果と同程度となっています。 
 

流入水（Bq/L） 放流水（Bq/L） 空間線量（μSv/h） 
 

6 月 7 月 8 月 6 月 7 月 8 月 1 回目 2 回目 3 回目 

神明台処分地 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.07～0.10 0.07～0.10 0.07～0.10

南本牧最終処分場 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.06～0.13 0.06～0.13 0.05～0.15

※  流入水・放流水はセシウム 134 及びセシウム 137 の測定値の合計 

 

（３）今後の対応 

今後も、継続して測定を行い、結果はホームページ等で公表します。
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２ グリーンコンポストの放射能濃度の測定 

（１）経緯 

グリーンコンポストは、市内で発生した樹木せん定枝を泉区の神明台処分地内の施設で受け入れ、破砕・粉砕 

して散水と切り返しを 10 か月間行って製造した堆肥です。 

農林水産省より、「植物性堆肥原料」などの譲渡等の自粛要請（7 月 25 日）があったことから、グリーンコンポスト

の出荷を 7 月 29 日から見合わせていました。その後、同省から肥料などに含まれる放射性セシウムの暫定許容値

（製品重量で 400Bq/kg）と測定方法が示されたことから、濃度を測定したところ、一部暫定許容値を超えるものが 

ありましたが、その他は暫定許容値を下回り、安全が確認されたものについて出荷を再開しました。 

 

グリーンコンポストの放射能濃度の測定結果 

サンプル区分 
放射性セシウム 

（Bq/kg） 
説 明 

暫定許容値

（Bq/kg） 

出荷直前のもの 20 
平成 22 年 8 月から 9 月に受け入れたせん定枝を堆肥化し

たもので、これまで出荷を見合わせていたもの 

原発事故直後のもの 600 原発事故直後の平成 23 年 3 月に受け入れ製造中のもの 

最近受け入れたもの 150 平成 23 年 7 月に受け入れ、破砕処理した直後のもの 

400 

※ 試料採取日は平成 23 年 8 月 12 日 

 

（２）今後の対応 

 ア 測定結果を踏まえた対応について 

① 出荷直前のもの 

製品の安全性が確認されたことから、8 月 23 日から出荷を再開しました。 

② 原発事故直後のもの 

暫定許容値を超えていることから、今後、国から処分の方法が示されるまでの間、施設内で保管します。 

③ 最近受け入れたもの 

暫定許容値の範囲内でしたので製造を継続します。 

 

 イ 今後の測定について 

   出荷段階で放射性セシウムの濃度を測定し、暫定許容値を下回った場合に出荷します。また、放射能濃度の

推移を確認するため、受け入れるせん定枝についても定期的に測定を行ってまいります。 




